
令
和
五
年
政
令
第
二
百
九
十
号

防
衛
省
が
調
達
す
る
装
備
品
等
の
開
発
及
び
生
産

の
た
め
の
基
盤
の
強
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
防
衛
省
が
調
達
す
る
装
備
品
等
の
開
発
及
び

生
産
の
た
め
の
基
盤
の
強
化
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年

法
律
第
五
十
四
号
）
第
十
八
条
第
七
項
、
第
二
十
八
条
及

び
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制

定
す
る
。

（
法
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
納
付

の
手
続
等
）

第
一
条
　
指
定
装
備
移
転
支
援
法
人
は
、
防
衛
省
が
調
達

す
る
装
備
品
等
の
開
発
及
び
生
産
の
た
め
の
基
盤
の
強

化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八

条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
と
き
は
、
防

衛
大
臣
の
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
、
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
基
金
の
額
の
う
ち
指
定
装
備
移
転
支
援
法
人
が

当
該
基
金
に
係
る
業
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
上
で
必
要

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
相
当
す
る
額
と
し
て
防

衛
大
臣
が
定
め
る
額
を
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

納
付
金
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
納
付
金
」
と

い
う
。
）
と
し
て
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
金
の
額
を

定
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
財
務
大
臣
に
協
議
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
納
付
金
は
、
一
般
会
計
に
帰
属
す
る
。

（
装
備
品
等
秘
密
の
表
示
の
方
法
）

第
二
条
　
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
表
示
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
装
備
品
等
秘
密
表
示
」
と
い

う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
装
備
品
等
秘
密
を
記
録
す
る
文
書
、
図
画
若
し
く

は
物
件
又
は
装
備
品
等
秘
密
を
化
体
す
る
物
件
　
こ

れ
ら
の
物
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
印
刷
、
押
印
、
刻

印
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
確
実
な
方
法
に
よ
り
装

備
品
等
秘
密
表
示
を
行
う
こ
と
。

二
　
装
備
品
等
秘
密
を
記
録
す
る
電
磁
的
記
録
　
当
該

電
磁
的
記
録
の
う
ち
当
該
装
備
品
等
秘
密
を
記
録
す

る
部
分
を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
上
に
お
い
て
視
覚

に
よ
り
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
し
た
と
き

に
、
装
備
品
等
秘
密
表
示
を
共
に
視
覚
に
よ
り
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
装
備
品
等
秘
密
の
提
供
の
方
法
等
）

第
三
条
　
防
衛
大
臣
は
、
装
備
品
等
秘
密
を
記
録
す
る
電

磁
的
記
録
を
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約

事
業
者
（
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
契
約
事

業
者
」
と
い
う
。
）
に
提
供
す
る
と
き
は
、
当
該
電
磁

的
記
録
を
記
録
媒
体
に
記
録
し
、
当
該
記
録
媒
体
を
交

付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
防
衛
大
臣
は
、
装
備
品
等
秘
密
を
契
約
事
業
者
に
提

供
す
る
と
き
は
、
併
せ
て
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
物
又

は
電
磁
的
記
録
に
お
い
て
当
該
装
備
品
等
秘
密
を
記
録

し
、
又
は
化
体
す
る
部
分
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な

事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
装
備
品
等
秘
密
の
指
定
の
有
効
期
間
の
延
長
）

第
四
条
　
防
衛
大
臣
は
、
装
備
品
等
秘
密
の
指
定
の
有
効

期
間
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
し
た
有
効
期
間
を

含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
満
了
す
る
時
に
お

い
て
、
当
該
装
備
品
等
秘
密
に
係
る
情
報
が
引
き
続
き

法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
と

認
め
る
と
き
は
、
当
該
有
効
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
防
衛
大
臣
は
、
そ
の

旨
を
記
載
し
た
書
面
を
、
当
該
装
備
品
等
秘
密
を
提
供

し
た
契
約
事
業
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
関
係
契
約
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
交
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
防
衛
大
臣
は
、
前
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
交

付
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
関
係
契
約
事
業
者
に
対

し
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
物
又
は
前
条
第
一
項
に
規

定
す
る
記
録
媒
体
の
提
出
を
求
め
、
当
該
物
又
は
当
該

記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
、
延

長
後
の
装
備
品
等
秘
密
の
指
定
の
有
効
期
間
の
表
示

（
電
磁
的
記
録
に
あ
っ
て
は
、
当
該
表
示
の
記
録
を
含

む
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
受
け
た
関
係
契
約
事
業

者
は
、
そ
の
求
め
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
二
条
の
規
定
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
表
示
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
装
備
品
等
秘
密
の
指
定
の
解
除
）

第
五
条
　
防
衛
大
臣
は
、
装
備
品
等
秘
密
に
係
る
情
報
が

法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
至

っ
た
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
装
備
品
等
秘
密
の
指
定

の
有
効
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
速
や
か
に
当
該
指
定
を

解
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
防
衛

大
臣
は
、
そ
の
旨
を
関
係
契
約
事
業
者
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
委
託
契
約
に
お
い
て
定
め
る
事
項
）

第
六
条
　
防
衛
大
臣
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
装
備
品
製
造
施
設
等
の
管
理
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
管
理
」
と
い
う
。
）
を
装
備
品
製
造
等
事

業
者
に
委
託
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
管
理
を
委

託
す
る
契
約
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

一
　
管
理
を
委
託
す
る
指
定
装
備
品
製
造
施
設
等
の
内

容
及
び
範
囲
並
び
に
所
在
地

二
　
管
理
の
委
託
の
期
間

三
　
施
設
委
託
管
理
業
務
を
開
始
す
べ
き
年
月
日

四
　
当
該
指
定
装
備
品
製
造
施
設
等
に
お
い
て
製
造
等

を
行
う
指
定
装
備
品
等
の
品
目

五
　
前
号
の
指
定
装
備
品
等
を
防
衛
省
が
適
確
に
調
達

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
施
設
委
託

管
理
者
が
と
る
べ
き
措
置

六
　
管
理
に
関
す
る
費
用
の
負
担
区
分

七
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
は
、

法
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の

日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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